
 

 

新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応 

 

 

１ 外務省が、令和２年１月２４日に武漢を含む中国湖北省全域の感染症危険

レベルを「レベル３：渡航は止めてください。（渡航中止勧告）」に引き上げま

した。 

 

２ 令和２年１月２４日時点で本疾患は、持続的なヒトからヒトへの感染の明

らかな証拠はなく、風邪やインフルエンザへの対策と同様に、咳エチケットや

手洗い等、通常の感染対策を行うことが重要です。 

 

３ 次の関連情報ホームページで最新の情報を確認してください。 

○関連情報ホームページ 

（１） 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について（内

閣官房ホームページ) 

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html 

 

（２） 新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生について（令和２年１

月２４日） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09079.html 

 

（３） 外務省海外安全ホームページ 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T014.ht

ml#ad-image-0 

 

（４） 一般的な感染症対策について（学校において予防すべき感染症の解説

＜平成３０年３月発行＞「Ⅱ.学校における感染症への対応」） 

https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H290100/index_h5.html#1 

 

４ 愛知県では新型コロナウイルスに関連した肺炎に関する電話相談窓口を令

和２年１月２７日に設置しました。 

 

○愛知県保健医療局健康医務部健康対策課感染症グループ 052-954-6272 


